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依
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瘦
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1號

四

四

'國
.際

條

約

に

依

り

て

中

立

地

域-
V

變
め
ら
れ
た
る
も
の
：

 

>
中
に

'て
最
も
顯
箸
な
る
は

5 

\ 

八

A
年
の

.コ

ン

，
ス
，
タ

ン

ゃ

ノ

 
I

,

ズ

V

條
約
に
.依
る
ま
西
’蓮

河

の

中

立

是

れ

な

ね

。同
條
約
は
速 

河
‘及
び
之
に
接
す
る
水
上
.じ

於

て

，ニ

切

の

敵

對

行

爲

を

行

ふ

を

禁

止

す

る

も

の

じ

し

て

其

交 

戰
國
の

1

方
が
土
耳

‘其
な
る
揚
合
に
於
て
も
運
河
の
中
立
を
尊
重

’せ
ざ
，る
可
か
ら
ざ
る
の
約 

来
な
り
-
し
な
と
商
條
約
第
四
條)

尤
.も

同

條

約

第

十

條

は

狭

及

の

、

S

鐵
の
爲
め
に
必
要

i

認
む 

る
i

き
は
土
耳
其

.王
及
び
族
及
王
は
運
河
中
立
に
闕
す
る
規
定
を
遵

¥

す
る
を
要
せ
ざ
る
誇 

を
规
足
す
る
を
以
て

<
r

度
の
戰
爭
の
結
果
、埃
及
が
旣
に

英

國

の

保
護

額

に

歸
し
化
る

今

日

英

 

國
は
敵
國
就

^
-土

}
:其̂
に
對
す
る
埃
及
防
«
の
必
要
に
鑑
み
最
早
や
述
河
ホ
立

の

规

足

を

遵

 

す
る
の
要
な
き
も
の
と
云
ひ
得
べ
き
を
以
て
间
運
河
内
に
於
て
捕
獲
を
行
ふ

こ

み

あ

る

も 

y

し
て
條
約
遂
反
な
リ

i

云
ふ
能
は
ざ
る
な
レ

* 

.

平
時
ょ
り
國
際
條
約
を

、

：$

て
中
立
と
定
め
ら
る

\
こ
と

*

西
連
河
の
如
き
も
の
あ
る
ふ
.同 

に
又
戰
爭
に
際
し
交
戰
國

f
tの

！

地
域
を
以
て
特
に
ホ
立

i
 

，め
其
地
域
内
に
て
一
切
の 

敵
辦
行
爲
を
禁
す
る
の
例
あ
り
。日
清
戰
爭
，の
當
時
に
於
け
る
上
侮
及
び
其
附
'&の
中

S
:の
セ 

.
r
u
:
是
れ
な
り
。即
ち
：開
戦
に
厳
し
英
國
政
：俯
は
；上
海
：及
び
其

1

$
の
地
お
巾
立

.肅
國
、の

賈

嚴

'
に

，

.事

實

に

鎭

，み

，
此

地

に

於

て

1

切
用
兵

.の
動
作

.を
爲
す
な
か
ら
，

.ん
こ
，
 

i 

日
本
政
府
に
要
求
し
た

.る
に

對

し日
：：

本
は
之
に
：答
：
ふ

る
.
U
.
H
本

政

府

は

跑

ま

で

雜

中

な

の
主
義
な
る
を
以

^

上
海
及
び
其
附
近
の
地
を
局
外
，中立 

て
し
れ
ゥ
。所
謂
局
外
ホ
立
な
る
語
•を
厳
密
に
解
释
す
る

i
 

拘
は
ら
す
上
海
及
び
其
附
近
に
於

V，
!

切

©
敵
對

f

わ

る

國
の
通
商

I

に
故
障
を
及
ぱ

>
 

>

 

る
 

と
す
る
こ

i

を
承
諾
す
る
旨
を
以 

き
は
日
本
は
敵
國
の

.
® 土
値
水
た

爲
を
行
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
隨
て
其
水
上
に
於
て
捕

‘獲
を
，行
ふ
こ
と
能
は
ざ 

り
し
や
論
な
し

® 

.
.

.
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五
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宣
言
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く
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中
立
國
ノ
旗
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揭
：ク
ル
船
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搭
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ル
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時
禁
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ク
ノ
外
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；ヲ
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騎
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:滞
獲
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其

所

有

主

ゆ

國
独
に
：依
て
定
む
.ネ
も
の

；

货
物
の

®
 

0
 ̂
0
輸

送

船

網

の

，國
牌
ま
依
，て
定
一
：む

る

も

の；

货
物
に

.
し
て
其
所
有
ま
が
做
國
人

.な
ホ
：
か
m

は
、中
立
船
：中
に
發
.見 

\

に

1
^

し
、其
貨
物
に
し
て
所
有
主
が
巾
立
：國
人
な
ら
ん
に
は
假

☆

、
も
捕
獲
を
.免

が

る

、
の
主
義
，，に

し

て

货

主

主

義

i

稱
す
可
き
も 

海
に
行
は
一
.れ
た
る
有
名
な
る

consolato del 

M
a
r
e

中
に
認
.む
る
所
に 

ょ
り
十
八
世
紀
：の
'ホ
葉
ま
で
英
國
の
遵
奉
し
た
る
所
な
レ
。
 

b

は
®

物
に
し
て
敵
船
に
依
て
輸
送
せ
ら
る
、
も
の
な
る

i

さ
は
假
命 

捕
.獲
せ
ら
る
、
に
反
し
貨
物
に
し
て
中
立
船
に
依

&
輸
送
せ
ら
る

〜

も
の 

な
り

i

雖
も
捕
疆
を
免
か

.
'

、̂
の
主
談
に
し

'
 
て
船
籍
主
義

i

職
す
可
き
も 

ships, 

free 

goods ; 

Enemies", sbips. 

e
n
e
m
i
e
s
)
：

ゆoods

二 
の
原
則
.は 

 ̂

1 

K
y 
出
で
，-ti 
る

も

の

な

ゥ

*
^
昔

時
 

蘭
が
泥
上
に
於
て
優
勢
な
り
し

f
f
l、同
國
の
主
張
し
た
る
所
な
り
。
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然
る
に
货
主
主
義
と
船
，纖

主

義

と

を

宽

厳

ニ

樣

に

結<
c

し
て
更
‘に
ニ
の
新
主
義
を
生
じ
れ

を

ら

る
 

を

も

る
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頃
，
地
中 

の
末
蔣

の ’な ひ し の ひ せ
ら
る
、、も

W

.

進 

敵
船
中
に
發
見 

な
り

◊
中
世
紀
の

' 

て
又
十

4

ハ
世
紀

.

巾
立
货
な
る
も 

る
と

き
は
敵
貨 

な
り
謂
ポ

ree.

和

l

l

i

i

i

g

i

i

0
、

货
主
主
義
に
於
て
敵

®

は
.小
立
船
ホ
に
在
る
も
捕
獲
せ
ら
る
、
の
拟
则
ぇ
船
籍
主
ま 

於
て
か
立
は
も
敵
船
小
に
發
見
せ
ら
る
、

i

&
は

®

膽
せ
ら
る
、
の
股
則
を
結
合
し
れ
る
も 

の
に
し
て
十
七
世
紀
の
來
悉
ょ
り
千
八
世
紀
の
小
葉
に
至
る
間
、佛
國
の
厳
も
®
に
ゐ
れ
る 

所
な
る
が
故

•
に
佛
國
主
義

i

雜
す
る
こ

i

を
特
 

'へM
し。 

.
'

d
、之
に
對
し
て
船
籍
主
義
に
於
て
敵
货
は

中
立

®

にりては

®

狼
せ
ら
れ
ざ
る
の

'股
則 

と
货
主
主
義
に
於
て
小
立
货
は
敵
船
中
に

f
f
iる
も
捕
狼
せ
ら
れ
ざ
る
の

振
則
を

結
合
し
れ
る 

も
の
は
即
ち

1

八
五
六
年
の
巴
里
宣
言
に
し
て
今

W

一
 

般
に
行
は
る
、
所
な
リ
。

K

覽
の
爲
め
之
を
表
示
す
る
こ
と
を
の
如
し
。

恥
本
生
後

拙
ぜ
ら
る 

袖
獲
ば
ら
れ
ず

b

货
生
生
族
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中
立
船
中
の
敞
货 

、
敵
船
ホ
の
中
立
货

船
籍
主
義 
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'
一、

-S-

立
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中
の
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貨 
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鶴
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駒

M
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揚

所W

物
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ぶ

ほ
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捕

傅

懼

の

制

眼

捕

瘦

仏

捕

獲

せ

れ

ず

捕
渡
せ
ら
る
へ
货
生
主
義

.

-

第n
l

鶴

.

*



y
r 

.、
 

• 
- 
- -
t - : V

-

.
»

■ -•
■:-• - 
■■
 
-• 
■
 
:•

■ 
■-
i
.
 
.
.
.
，
.
,
/
■
ニ

 
-... 
T--.
ク
ス
、
--;,-.
.
-,
-.
.
.
J--
‘-.,. 
-
-•

,
.
.

-
-
-

ゾ
-

■ _
■
 
,
k, 
- 
, 
-. 

-
o»
t
^

f!

れ

ず

(

船

0

生

慈
 

れ

ず

S

生

主

錫

)

項
に
日
く

「

海
上

-4ズ

雄

十

想

S

1ニ0
)
'

 

^
 

0 

f

爲

所

と

物

に

依

る

海

上

：
g

i

め

制

限

、第

三

號

n

八

I 

"
r

敞

船

中

の

中

立

貨
.

抑

瘦

'
ぜ

ら

る

(

船

籍

主
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折
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主
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E
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里

.
ま

宵
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一

I
、

中

立

船

中

の

敵
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：

‘
捕

瘦

せ
 

 ̂

n
.

敵

船

や

の

中

立

.'货

捕

瘦

せ

ニ
、

郵
便
信
書

海
戰
，に
於
け
る
捕
.獲
權
行
使
の
制
限
に
闕
す
る
海
牙
條
約
第
^
條
第 

於
テ

.中
立
船
又
、ィ敵
船

f
t 5!
在

ル

中

立

者

又

力

，交
戰
者
ノ
郵
‘使

信

書

其

ノ

性
質
ヲ
簡 

不
可
较
ト
ス
船
舶
ノ
拿
捕
ア
タ
タ

1ル
ト
キ
、
，右
信
書
、
ン
捕
渡
者
ニ
於
テ
爲
シ
得
ル
限
速
ユ

t
v 

タ
發
送

.？̂

へシ

」

是
れ
倒
便
信
書
不
可
侵
の
新
照
則
を
楚
め
た
る
も
の
に
し
て
之
に
對
す
る
勝 

’1

のlii

タ
は

P

條
第
二
項
に

「

前
項
ノ
规
定
封
餓
逢
反
ノ
揚
合

}j,

於

-グ
卦
餓
港

>!,

苑
テ
父

V

 

封
鎮
港

m

ジ
来
プ
タ
ル
信
書
：，

1

之
ヲ
適
用
セ
ズ

」
と
規
定
す
る
听
是
れ
な
り
。

:
:郵
便
信
書
の
不
可
侵
を
其
郵
便
信
書
が
，中
立
船
灼
に
在

.る
i

敵
船
內
に
在
る

i

を
問
は
す
、
 

义
そ
の
發
信
激
ゆ
中
立
卷
た
る

i

戰
者
セ
る
を
間
は

t

更
に
そ
の
信
書
の
公
私
を
間 

は
ざ
る
の

廣
大

ガ

る
範
圓

に
及

ば

し
た
る
の
み
な
ら
す
其
船
舶
が
拳
捕
せ
ら
れ
た
る
と
さ
捕

' 

狼

ポ

じ

於

ズ

其

信

書

を

爲

丄

得

，る

服

；
^
.速
，14'

發
送
ず
可
き
策
務
あ
る
'も
の
と
し
た
る
は
従
来

到
國
の
慣

'行
が
，，區
々
に
し
て
且
.つ
.無
用
に
與
屈
.
*
り̂

し

を

极

本

的

に

-
1

梵

し

：̂

る̂
は
勿
.論
，ま 

ま
に
於
て
顯
著
な
る
，步
レ

i

云
は
ざ
る
可
か

’らす。現日
本
の
奮
海
上
捕
狼
规
雅
の

.如

. 

き
も
其
二
！
十

®
條に

「

中立

'國

A
郵便船ヲ雕檢

.又
キ
ー
搜
索
ス
が
-
場<

n
1
1

於
チ
.其

ノ

船

.

®

サ

乘
 

f

ル
當
該
鄧
，便

官

東

ガ
典
郵
便
行
囊
內 

一！戰
赠
禁
制
書
ナ
キ
旨
ヲ
書
面
こ
ナ
宣
誓
ス
ル
ト 

キ

\
.

其郵便行囊對シク

，ノ
搜
索
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
重
.大ナ
ル
嫌
疑
ァ
ル
場
合
ハ 

此
ノ
限
し
！
 

ラ
ズ

1

規

®

し
其
：信
書
の
不
可
俊
を
：信
#

が
.中

立

郵

便

船

に

狂

.：̂

.化

る

に

. 

限

る

の

み

な

ら

す

其

信

書

中

戰

時

禁

制

品(

敵
國
政
府
の
官
吏
そ
：の
公
.務
上
.往
復
す
る
：プ切
の

^

戈
，書
類

-
-
海
上
捕
獲
规
描
第
十

.
ニ
.
條)

を
有
、す
る

i

き
は

n
H

を
沒
牧
す
る
の
规
足
同
第

.s'
-

十

1
1

條)

に
し
て
更
に
重
大
な
る

’
嫌
疑
あ
る
場
合
は
郵
便
行
纖
に
働
し
搜
索
を
行
ふ
こ

i

を
許 

す
も
の
な
る
か
故
に

0
便
信
#

不
可
僮
の
範
圓

.
及.
，

び
效
果
は

.
甚
だ
歡
少
な
る
を
免
か

.
れ
.
ざ
.

 ̂

レ
に
海
條
約
に
於
て
右
の
新

^

則
を

.
定
め
た
る
は
確
，！

^

;1:

遍
步
な

b

i

.云
は
ざ
る
可
か
ら 

#

0
而
し
て
此
，新
原
則
の
生

.
唱
者
ほ
當
時
海
牙
會
織

.
の
鯽

.逸
委
員
ク
，

タ
？
I
グ
氏
に
し
て
其

理
由

.

す
る
：所
は
.電

信又
..

は

無

、線

電

，：信

の

利

，用

維

な

る

今

日

、变

，戦
，，國

ゆ

其

#
.
.戰
上
.
.の
通
信
を
郵
便
，
 

じ
依
ホ
：
て
俳
す
る
が
如
ぎ 
'こ

i
な
か
る
可
.シ

直

^
交
.戰
國
.が

霧使
：；

通

，®

を

制

.
す

?

翻

(

ニニ 

5

脑
就
昨
と
揚
所
と
物
に
依
る
海
上
捕
灌
機
の
制
服 

站
§

叫
九



I
f t  、

第

十

银

へn

三
ニ

)

論
耽
時
と
勘
折
と
物
に
依
る
海
上
捕
瘦
棚
の
制
吸

§
1

號

0

得
る
利
盤
は
之
が
爲
め
に
生
す
る

‘1

般
通
商
上
の
重
大
な
な

.漁

眷

に

比

す

可

き

に

非

ざ

る

.可 

じ

ふ

云

ふ

に

在

ト

。右

0
海

牙

條

.約

は

露

國

ぢ

除

く

の

外
、一1

舰
.だ

部

域

心

ね

.る

所

に

し

，て
之
：，に 

'依
て
郵
便
信
書

.は
捕

.狼
«

の

目

的

が

る

こ

と

を

得

ざ

：る

.の
原
則

.を
確
立
，し

る

も

の

な

'
b

Q

®
 

.し
郵
便
信
誉
一
の
中
.，に

小

包

0

便
‘
物
を
包
八
み
せ
ざ
.み
こ

i

勿
論
じ
し

V

此
點
は
右
の
撮
集
者
ク 

，リ

.

1
グ
氏
の
會
譲
に
於
て
明
言

.し

た

，る
所
な
レ
。之

に

就

て

今

.度

の
.戰

ザ

，に

於

け

る

英

國

.捕

狼

審
檢
所
は
獨
逸
傲
取

W

非

利

加

：の

獨

逸

植0
^

ょ
が
本
國

.に
苑
て
獨
逸
：

H

ミ
ー
ル
號
に
て
雜
货

•

.
 

. 

- 

——

'，
の
小
包
を
郵
送
の
逾
中

H 

k

1\
號
は
英
國

®

艦
の
爲
め
に
捕
獲
.せ
ら
れ
搭
載
の
小
包
郵
械 

觀
三
十

1

黯
は
更
に
之
を
英
船
，シ

:

ム
.
ラ
舰
に
称
載
じ
て
偷
敦
港
に
到
着
し
，

る

i

き
傘
捕
せ 

ら
れ
た
る
事
件
に
關
し
海
牙
條
約
め
所
謂
便
信
書
は
圓
ょ
ね
小

$
1

郵
'便
物
を
包

4
n

す
る
も 

の
に
非
す

i

て
沒
收
を
宣
言
し
た
&
。

，三
、
，
沿

海

漁

業

專

用

船

.

パ

. 

.,

海
戦
に
於
け
を
捕
狼
權
行
使
の
制
服
に
働
す
る
海
牙
條
約
第
三
條
第

」

項
に

B
 

く r

舉
ラ
.沿

0

換
業
又
み
地
方
的
/
航
海
ュ
用
キ

 

'ラ
ル

V
船
ハ
其
メ
激
獵
具
、船

*

及
，
搭

載

物

ト

共、
U
W捕

m 

5
N

免
除
ス

.

」

。仙シ

T

石
免
除
メ
該
船
力
：如
何
ナ
ゲ
方
法
ユ
依

-ル
ヌ

問
.X,. 

敞
料
行

® 

一

r

加

.

〉

，ト，キ

存
す
‘な

.m 

V
,
- 
M

 

ノ
. 

S
 用
ナ

‘.キ
で

‘ 
ノ 

セ
.•.ス J (

第
二 

項)

ゾ
.

.

:

,

‘ 
：
•； 

!

 

!

舉
ら
沿
海
漁
業
！

i
‘.從
事
す
る
小
船
に

#
.
し
て
捕
獲
を

.兔
除

.す
る
の

®

行
.は
を
ょ

.

所
に
し
で
，其
捕
纖
を
；免
除
す
：る
の
理
由
は
ホ
i

ル
の
說
明
に
盡
き
れ
ぐ
。

 

，

It、IS indisputable 

けhat coasting fisheiy is the sole 

m
e
a
n
s

 

of livelihood 

of a very 

large n
u
m
b
e
r

 

o
f 

families inQffenshre as activators 

of the;soiI 

or 

mechanics, 

a
n
d

 

that the 

seizure 

o
f boats, 

w
H
I
e

 
sfl̂

ctmg; extreme hardship 

o
n their 

owners, is as a 

mearure 

of general application wh6liy ineffective 
against the 

4
5
1
)

し

か

力

、ビ
條
义
に
所
謂「

專

ラ

沿

海

漁

業J；

咒
キ
ラ
，

^

、
.船J

: (Les 

bateaux 

.exclusKrement 

affect6

かla 

u
c
h
e

 cotr

ギ
e)

i

は
如
何
な
る
構
造
も
し
く
は
容
賴
を
有
す
る
も
の
に
限
る
や
。其

0

數
に
依
て
も
其
動
力
に
依
も
又
は
其
乘
組
依
て
も
之

.
限̂
足
す
る

.
こ
と
不
可
能
な
り

◊西
：

.■ 

■ 

, 

, 

■ 

■ 

•

米
戰
爭
の
際
に
於
け
る
，米

國

最

高

法

院

のP
a
q
u
e
&

 H
a
b
a
n
k

及

ポ

藥

學

仲

だ

就

て

Ju

律
ル

G
r
a
y

 

の
，

5:̂ 
义
に 

N
o
r

 has tB

ル.exemption been 

extended to 

S
M

6
S
.  or 

vessdi 

:em

なoy
e
d

 b
n

 the H
め
！！ 

seas in.‘taking, w
h
^
e
s

ノ

.：or‘...sea!s、，
or,: c

o
d
.
b
r

.
 oth€.r.,.'£ish which- are.,'not̂

l:>roilg 11t,i"resll..to.I:na;.rket) ...but‘-..arc 

salted'.dr otll̂
rivise:'cured ..and;. 3ade. k'.regular, ;arti

仏
⑦，，ofv'commerc:ibrscot1;"J;."câ

^‘6Ii.vIntc;cnatiofi

仏
'
 |Law, 

p., 

2
0
)、： 

i
云
.
へ
，
る
語
は
®

々
•沿

海
激
業
.船
.i
然

らV
i

る
.も
み
ゆ
差
；別の

.棒
準
と
し
.て
引
用

鶴

る

、i
l

n
D

 

^

就

時

と

i

と

物

に

依

る

海

上

捕i

の

制g

 

S

1號

5

f » .
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#
 

(

i

:

四)

髓

.
0
.
時
と
勘
所
と
物
依
る
海
上
捕
獲
他
の
制
限
，
 

第
三
.

號.

，五ニ

.か
ら
る

\

所
な
れ

a

^

圓
ょ
か
举
據
ま
な

'
に
延
ら

.

t
或
は
沿

.海
漁
業

'な
t

沿
海
，の
意
義
は
就 

て
も
疑
義
少
な
か
ら
す
。沿
海
と
は

®

海
の
厥
域
、

©

意
な

-

^
や
。
#

其
.沿
：海
ぶ
ほ
，自
國

.めJ
5

海
に 

限
る
や
。將

^

敵
國
の
沿
海
を
も

<
^
む̂
可
や
。更
：
又
第

i
n

國

の
.
沿
海
一
.
^
,
も

加

ふ

る

や

ポ

條

約

草
 

案

審

議

の

際

、葡

萄

牙

委

員

は

同

：國

の

漁

船

，が
を

'
:
"ク-n

沿
海
.
.に
於
て
漁
業
に

'
從
事
.す
る
の

‘實
 

例
を
擧
げ
又
英
風
委
員
が
英

H

の
漁
船
に
し
て
魔
々
飯
海
の
べ

£
1
,

域

を

陸

.禅
ょ
，り
十

f
f
l.‘
以 

i

も
逮
％

"
英
國

.海
臉
に
遠
征
す
る
の
事
實
を
述
ペ
ー
た
る
に
徵
资

.る
も

.
沿

，
海

漁

.紫

船

な

る

用

購
 

の
意
，義

の

甚

だ

暖

.味

な

る

，̂

知

る

，可

し。"

 

,

‘

5
^

時
の
戰

'爭
に
於
て

®

國
-漁
®

に

圓

し

英

國

捕

獲

審

檢

所

の

，，審
檢

.
'
.に

附
せ
ら
れ
れ
..る
も
の 

〕

#

あ
り
。獨
逸
船

w
d
r
l
i
n

號
是
れ
な
り
。同
號
は
其
容
積
に
於
て
も

‘
装
置
に
於
て
も
又

i

机
海
に

於
て
も
遠
海
漁
業
船
に
し

.

.

て
沿
海
漁
索
船

i

認

む

可

か

，ら

す

と

し

て

沒

收

を

宣

を

せ

ら

れ

れ

?
 

. 

‘ 

. 

‘ 

‘ 

•

-
0,

四
、、
地
方
的
小
航
海
取
用
船

' 

- 

.

專

ら

地

方

的

小

航

海

に

從

事

す

る

船

，に

對

し

捕

棚

を

免

除

せ

ら

る

、

こ

と

前

&

'
に
，.
引
用
し 

U

る

‘海

牙

條

約

绝

三

條

じ

规

觉

す

る

所

な

み

。

®

こ

レ

を

免

除

す

る

の

理

由

は

前

項

沿

海

漁

業

船

.の
：P

独

を

免

除

す

る

i

、同
じ

•然

ら

：ぱ

現

ら

#

方

的

小

航

海

に

從

事

す

る

船

p
e

s
1
3
a
t
e
a
u
x

 

e
x
o
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t

 

a
f
f
e
c
t
6
s

 

i

 

d
e
s

 

s
e
r
v
i
c
e
s

 

d
e

 

p
e
t
i
t
e

 
>
 n

a
v
i
g
a
t
i
o
n

 

l
o
c
a
l
e
)

ふ
は
何
ぞ
や
。是
れ
沿
海
浪
業
船
の

何
た
る
や
を
足
む
る

i

同
様
に

W

難
な
る
問
題
な
り
。侮
牙
會
講
に
於
け
る
本
條
の
提
案
激
填

國
委
員

\

ク
ス
提
督
の
照
案
は

®

水
內
に
於
て
地
方
經
濟

(

をo
n
o
m
i
e

 

r
u
r
a
l
e)

又
は
地
方
的
小 

统
通

{
p
e
t
i
t 

1

0

l
o
c
a
o

に
從
事
す
る
船
に
し
て
例
へ
ぱ
農
産
物
を
速
送
し
て
沿
泥
又
は
沿
；
 

附
&

の
廣
峡
問
を
航
行
す
る
小
形
の
船
の
如
さ
も
の
を

<
^
む
可
き

®

意
な

-
=
^
し
i

及
び
銜
萄 

.牙
の

.委
貝
が
本
條
の
審
譲
に
隙
し
地
方
的
小
航
海
が
沿
岸
質
為

(
c
a
b
o
t
a
g
e
)

を
券
：：
む
も
の
に
非 

ざ
.るS

ほ
を
明
言
し
た
る
こ
と
は
本
條
文
を
解
驛
す
る
上
に
多
少
の
遂
游
た

.
る
を
得
べ
し

i

雖 

も
#

党
事
實

r
a
週
と
し
て
央
れ
ぐ
の
場

<
C

に
就
て
训
斷
す
る
の
外
な
か
る
可
し
。

現
下
の
戰
银
に
於
て
之
に
關
す
る

一

例
あ
ゥ
。土

^
4
其
に
愿
-す
る
帆
船
 

M
a

r
k

貌

(
l
i

十

七

S
 

j

九

〕

四
ギ
十

】

月
五

n 

.

ァ
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ャ
に
於
て
傘
捕
せ
，ら
れ
た
る
事
仲
に
鹏
し
が
ァ 

レ
キ

サ

ン

ド

タ

ャ
英
國
捕
獵
審
檢
所
は
同
號
が

‘
 

_般
沿
岸
資
船
に
し
て
又
そ
の
國
の

一

般 

0
M
に
從
事
し
つ
、
あ

b

し
も
の
あ
る
を
以
て
泥
牙
赂
約
の
規
定
範
圓
外
に
®
す
る
も
の
な 

る
の
み
な
ら
す
土

 

5

其
は
當
該
泥
牙
條
約
を
批
他
せ
ざ
る
も
の

.
な
る
が
故
に
此
®
合
に
適
用

0

^

 ̂

(

H

i

)

論

，肌時
と
湯
所
と
物
じ
依
る
波
上
捕
樓
棚
の
制
吸
，

 

第二
 
S
 

s

j
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i

s
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稱十⑧
(
n

三六
：！

聊

M

時
と
揚
所
と
物
に
依
る
海
上
捕
瘦
椎
ゆ
制
服

.

の
'
限
，；
^

に
.非

す

i

て

沒

收

；

す
‘；：：

冗

；
•き
.も

の

と

：
寡
 

：

‘
：

，

：1

-I

-

五

、.
宗

：，敎

、
學

術

又

み

懷

黎

の

極

務

を

糟

ぶ

：
る

船

V

.

.」

.：：

ジ：：
.
.
.

海

戰

，
に

於

け

る

，
捕

：獲

：權

t

使

の

制

限

に

滴

す

る

海

i

條
約
第
®

條
に
.
日
く
索
敎
、學
術
、又
ャ 

れ
夏

.
ノ
ぼ
務

.
ヲ
'
ポ
プ

'
 

ル
-.船
：舶
.
チ
亦
：
^

獲
.J

t
\

兔
除

.
セ
'
 
ラ

，
.
.
.
.，.ル
.，、

.

チ
‘ノ
.

ト

後
に
記
す

.る
、病
院

‘船
の
場
合
に

.於

て

は

：之

を

使

：用
す
る
：
に
：、
.
先

も

，
相

：
手

交

；
.
戰

國

.

.
に

其

の

船

名 

を

通

知

す

る

を

以
て

1

方

の

義

務
i

す

る

に

反

：し

宗

錄

、學
：術
、又

は

博

愛

の’任
務
.を

®

ぶ
る
船 

舶

に

關

し

：て

は

其

船

名

を

通

吿

す

る
こ
；：

i

を
：要
せ
ざ

.

も̂
の
：な
：b我

：：：

れA
j

 

此
輔
の
船
舶
に
：
 

し
て
敵
對
行
满
に
加
は
る
；こ

i

あ
る

i

き

は
其
；捕
膝
の
：免

除
.
得̂
ざ
る
も
の
な
る
こ

i

勿
論

‘.' 

H
し
て

"條
ポ
け
に
は

.

.此
種
の

.飢
舶
に

.關

.：.し
特

.

.に
之
を
想
定

.す
る

.こ

.
*
な̂
.
.
-
し
i

雖
も

其
.然
る
.’可 

^

は
.當
.然
.
の
事
理

.
1
C
認
め
：ざ
る
可
か
ら
す
。

六
、
病
院
船

，

.
，
“
/
. 

:

〜

ジ
エ
ネ
グ
ァ
條
約
の

.
原
則

.
を
海
：戰

に
‘靡

ザ
.す

る
海
牙
：條

約

は

三

0

の
‘病
院
船

.
を
轉
め

《

ニ
軍
用
病
院
船
即
ち
傷
蒸
病
者
及
び
難
船
者
を

.救
識
す
る
唯

1

の
目
的
を
以
て

•
國
，家
に

'

於

.て

..
S 
造

-
^
,
.
又

 

設

傭

す

る

：維

紙

，
‘
 ：

.

.

、
.
.
.
！

 

'
 

:
; 

‘ 

•
 • 

•

-. 

' 

.
' 
‘ 

.

.

.

.

.

此
種
の

’
船

舶

に

し

て

開

戰

の

際

又

は

戰

領

小

そ

の

使

用

に

：

^

も

船

名

を

变

戰

國

L
i

 

0

0
 

.

し

た

も

の

.は

戰

银

の

.繼

績

ゆ
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ŷ
A. ^
.

3
,
4
.

:i:-:..s
W

-
S
B
E
E
B
B
V
.
.
-

(
！.t

三
八

)

躺
眺
時
と
場
所
と
物
に
依
る

.海

上

捕

獲

激

'の

制

服

 

S

1跋 

五

六

處
除
を
失
ふ
可
き
こ
と
勿
，

I
T

じ
し
て
現

.
下
•
の
'戰
♦

に

於

セ

英

國

拙

狼

：審

檢

所

&

獨

逸

軍

用

5
5

院

船

.
O
p
h
e
l
i
a

牆
、を

適

法

の

捕

獲

物

i

宣

吿

し

た

，る
は
同
，船

か

病

院

船

に

菲

す

し

て

其

實

は

信

號
船

i

し
て
使
ぜ
せ
ら
れ
た
る
の
事
實

立
：
®
.せ
.ら
れ
な
ふ
に
依
る
も
の
な
ら

-
I七
、

力

i

デ
ル
船

{
俘
游
寒
換

8
、

軍
使
船

)

'

力
ー
ナ
ル
船
と
は
变
換
せ
ら
れ
た
る
俘
游
の
輸
送
に
從
事
し
若
し
く
は
交
戰
者
閩
の
公
信

の
傅
達
に
從
事
す
る
船
舶
を
云
ふ
力
ー
テ
ル
船
は
.其
任
務
遂
行
キ
は
勿
論
遂
行
後
歸
航
の
途

ホ
に
於
て
も
又
任
務
に

.
服
す
る
爲
め
に
，往
航
の
遂
：ホ

に

於

て

も

捕

.狼
を
免
か
る
、
を
以
て
國

隙

W

督
i

爲
す
。力

.

.

1

'
K

ル
船
の
守

.，ら

ざ

：
る

可

か

ら

，ざ

.
'る
條

.ぜ
i

し
.て
確

'

慣
發
法

i

認
，め
ら

る
、
！
事
は

一

切
の
商
業
を
行
ふ
を
得
ざ

る

こ
と
是
れ
な

X

此
條
仲
に
反
す

 

'る

と
さ

は

力
'
 
1

ナ
ル
船
は
其
保
識
を
失
ふ
も
の

i

す

.

.

.

八
、

拿

捕
船
ホ
め
私
を
自
用
品

.

.
一
，

,

拿
捕
せ
ら
れ
た
る
敵
船
の
士
官

>
乘
組
員
及
び
乘
客
の
脱
有
自
用
品
は
捕
獲
を
免
ら
る
、

も

の
と
認
め

.ざ
る

.可
か
ら
ナ
。然
ら

.ざ
れ
ぱ
是
等
の
务
人
を
し
て
日
常
：の
生
活
：

.に
！
^

せ
し
'む
る 

こ 

i
-
'ゐ
レ
；る
.可

け

れ

ば
-な

，

C
N
O

い
 

>
.Jy;. 

.:、，

.
 

■•
•
,
 

V
-

,■,
 

. 

■
-

.

右
は
敵
船
ホ
に
，發
見

-
せ
' 
ら
れ
：か
；W

敵
盤
の
取

.
扱
に
，對
す
を

‘例
'外
を
游
す
も
の

i

し

Nr̂

 

^
 

的
W

習
i

見
儉
す
可
き
も
，の
な
れ

.

.と
も
"
ジ
：
^
ネ

グ

ァ

條

約

©

'
原

則

^
 

#
戰

に

.：
應

用

す

る

海

牙
 

條
約
中
に
は
此
點
に

.
陶
し
て
尙
：は

1
'

層
進
み

.：た
：る

'
,拱

定

を

設

け

：
た
：
り

.。
即

ち
，'
.
:
•
:
,

給

十

條

，
捕
獲
セ
こ
フ
：
レ
、
ネ
ル
.1.

切
ノ
艦
船

S
： 

‘ユ在
ジ
ー

r
敎
.法
、寄
：療
及
看
識 

一！
從
事
.ス
ル
人 

W

々
不
可
侵
' n.

シ
テ
俘
腐
ト
爲
ス

"：
n

ト
ヲ
得
ズ
右
ル
員
力
艦
船
ヲ
退
去
ス

.% 

> 

 ̂
\

其

館

十

七

條

绝

ニ

獨：
：

•
：

.
：

：

：

，

又
捕
獲
シ
タ
ル
艦
船
內
こ

' 

於
グ
、發
見
シ
：又
タ

0
院

4
.

於
-グ
 

.

死
C

シ
タ
ル
.傷

者

若

V
,

病
激
ノ
，遺

®

シ
ク
‘

ル
.:

1
:

切

ノ

自

用

品

有

M
物
、信
，誉
等
ヲ
.圓
係
ま 

n

其
，
ノ
本
國
官
憲
ヲ
シ

-グ
傳
送
セ
シ
ム
ル
、爲
箱
棠
ス
へ
：
.
シ

.：
 

.

s
f
s

蘇

第

十

翁

(

H

i

!

九)

時

と

勘

所

と

物

‘レ

依

る

海

上

捕

樓

棚

の

制

服

0

.

§


